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　市民関係では，相談・広聴業務をはじめ，コミュニティづくり，市民協働，男女共
同参画，消費生活，市民文化の創造，安心安全なまちづくり，防災・危機管理，国民
年金，国民健康保険，戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録，人権に関する各種業務を推
進している。
　特に，総合的な危機管理や防災力の充実を図るため，原子力対策や避難対策を実施
するほか，市民との協働による活力ある地域づくりを進めるため，コミュニティビ
ジョンを推進している。

１　広　　聴
敢　広　　聴
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摘　　　　　　　要名　　称

　市長が自ら地域や市民の活動の場などに出向き市民と市政に
ついて懇談を行い，市政に関する意見・意向を聴取し，市政推
進の参考にする。
（平成２５年度実績）
○　開催回数８回（地域巡回型２回，グループ公募型３回，
　イベント等参加型１回，学校訪問型２回）

市長とふれあいトーク

　市政に関するテーマを設定し，公募によるコメンテーターか
ら建設的な提言を聴取するとともに，意見交換会を開催するな
ど，市民参画の推進と提言等の市政への反映を図る。
○　定員３０人（市内在住か，通勤，通学する１８歳以上の人）

まちかどコメンテーター

　次世代を担う子ども達が鹿児島市のまちづくりについて，ア
イデアを出し，夢を語り合い意見交換を行う「子どもミーティ
ング」を開催し，その意見を市政運営の参考とすることで，若
い世代の市民参画を推進する。 
○　対　象　　中学生・高校生　２０人

子 ど も ミ ー テ ィ ン グ

　市政に関する建設的な意見，提言などを市内の公共施設等に
備え付けた専用の手紙セットやホームページの専用フォーム・
電子メールにより寄せてもらうもの。寄せられた提言は，直接
市長が目を通し，今後の市政推進の参考とする。
○　手紙の設置箇所　１５６カ所（平成２６．４．１現在）

わ た し の 提 言

　市民グループの要請により，職員が地域に出向いて，市政に
ついて分かりやすく説明するとともに，市民の意見や提言等を
聴取しながら，ともにまちづくりを考えていこうとするもので，
市民参画の推進と市民の意見や提言等の市政への反映を図る。
○　テーマ数　１３０テーマ（平成２６．４．１現在）
○　開催件数　３０６件（平成２５年度実績）

市 政 出 前 ト ー ク



柑　市民相談

　市政に対する陳情・要望等に関する市政相談をはじめ，日常発生するさまざまな市
民の悩み事に対して，市民相談員等による一般相談，専門家による法律相談，税務相
談，登記相談，人権相談などに応じ，市民の生活の安定を図る。（相談は無料）

桓　鹿児島市総合案内コールセンター（サンサンコールかごしま）

　目　　　的　　市民からの問い合わせを専用電話等で受け付け，迅速かつ的確な対
応を行い，市民サービスの向上を図る。

　開設年月日　　平成２０年１月１０日（木）
　運 営 日 時　　年中無休　午前８時から午後９時まで
　　　　　　　　ＦＡＸ，電子メールは２４時間受信
　電話番号等　　電話：０９９－８０８－３３３３（はれは・さんさん・サンサンコール）
　　　　　　　　ＦＡＸ：０９９－８０８－２５２５（はれは・にこにこ）
　　　　　　　　電子メール：ｉｎｆｏ@３３ｃａｌｌ．ｊｐ
　問い合わせ内容　市役所での手続き，イベント情報，施設案内など
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概　　　要相　　談　　員実　施　日場　　　所種　　　別

市政に対する要望・意見など市職員月～金曜日市民相談センター
各支所市 政 相 談

相続問題，離婚の手続き，金銭貸
借など日常発生する悩みごと

市民相談員
月～金曜日

市民相談センター
一 般 相 談

市職員各支所（東桜島を除
く）

民事上の法律問題など全般鹿児島県弁護士会会員

月１２回
（予約制）市民相談センター

法 律 相 談
（昭和３６年５月～） 月４回

（予約制）谷山支所

所得税，相続税，贈与税など個人
に課される国税に関すること南九州税理士会鹿児島支部会員年１０回

市民相談センター
谷山支所
伊敷支所
吉野支所

税 務 相 談
（昭和４６年５月～）

不動産（相続等）の登記申請手続
き
土地建物の調査・測量など

鹿児島県司法書士会鹿児島支部
会員
鹿児島県土地家屋調査士会鹿児
島支部会員月１回

市民相談センター
谷山支所
伊敷支所

登 記 相 談
（昭和５２年４月～）

不動産（相続等）の登記申請手続
き

鹿児島県司法書士会鹿児島支部
会員

吉野支所

年２回吉田・桜島・喜入・
松元・郡山支所

新築・増築の手続き，工事契約な
ど建築全般，耐震相談など

（社）鹿児島県建築士事務所協
会会員月１回市民相談センター建 築 相 談

（昭和５３年１０月～）

人権に関すること，近隣・家庭内
のもめごとなど

人権擁護委員
法務局職員

月１回市民相談センター
谷山・伊敷・吉野支所人 権 相 談

（昭和５７年４月～）
年４回吉田・桜島・喜入・

松元・郡山支所

庭木のせん定，植物の管理など花と緑の相談員月１回市民相談センター花 と 緑 の 相 談
（昭和５７年４月～）

不動産の鑑定評価，地代・家賃の
適正価格など

（社）鹿児島県不動産鑑定士協
会会員月１回市民相談センター不 動 産 鑑 定 相 談

（平成元年１０月～）

許認可，営業認可，その他官公署
に提出する書類の作成などに係
わること

鹿児島県行政書士会会員月１回市民相談センター
行 政 関 係 申 請
手 続 き 相 談
（平成１０年１１月～）



２　コミュニティ推進（平成２６．４．１現在）
敢　町内会集会所建築等補助事業

　地域におけるコミュニティ活動の拠点となる集会所の建築等を行う町内会等に対
し，交付対象経費（１００万円以上に限る）の２分の１以内で，新築・取得の場合は５００
万円を，増築・改築の場合は３００万円を限度に補助を行う。（平成２５年度実績１２件）
柑　集会所建築等資金融資あっせん

　地域におけるコミュニティづくりの場の整備促進を図ることを目的に，町内会の集
会所建築等に対して金融機関へ融資のあっせんをする。（平成２５年度実績１件）
　あっせん内容　　集会所の新築・増改築の場合はその工事見積額の範囲内で５０万円

以上１，０００万円以内，土地建物同時取得の場合は１，５００万円以内，た
だし災害により改築等を要することとなった場合は工事見積額の範
囲内で１０万円以上１，０００万円以内

　返済方法　　　　１０年以内元金均等返済（６カ月以内の据置可）
桓　みんなで参加わがまちづくり支援事業

　地域コミュニティ活動の活性化や地域の連帯強化を促進するため，町内会等が夏祭
り，運動会など住民同士の親睦交流を図る活動や，文化祭，広報紙の発行など地域社
会づくりのための活動を実施する場合，交付対象経費の３分の１相当額（限度額６万
円）を補助する。申請は１年度につき１回。（平成２５年度実績５３３件）
棺　町内会広報活動推進事業

　地域のコミュニティ活動の推進を図るため，広報活動に必要な印刷機器，拡声器，
パソコン及びデジタルカメラを購入並びに掲示板を設置する町内会等に対し，交付対
象経費の３分の１相当額で，１町内会当たり通算して１５万円を限度に補助する。
　また，最終交付の年度から１０年度を経過した団体に対しては，再度１０万円を限度に
補助する。（平成２５年度実績１９件）
款　町内会降灰除去機購入費補助事業

　桜島爆発による降灰から快適な生活環境を守るため，町内会等が歩道や生活道路等
の降灰除去に必要な手押し式降灰除去機を購入する場合，交付対象経費の２分の１相
当額（限度額１台当たり５万円）を補助する。（平成２５年度実績３件）
歓　コミュニティ研修会・交流会・活動推進講座の開催

　地域におけるコミュニティづくりの向上を図るため，町内会長や役員，市民を対象
に研修会や交流会，講座を開催する。
汗　町内会集会所バリアフリー化支援事業

　高齢者等の地域コミュニティ活動への参加促進を図るため，補助対象とする集会所
のバリアフリー化を行う町内会等に対し，交付対象経費の２分の１相当額（限度額５０
万円）を補助する。（平成２５年度実績５件）

－ ９１ －

市
　
　
民
（
２
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
）



（交付対象経費）
　集会所本体又は集会所の建物と構造上一体となって集会所としての効用をなす設備で
次に掲げる項目に直接要する経費
　①　手すりの設置に要する経費
　②　玄関，廊下，集会室等の段差解消に要する経費
　③　建物入口部分へのスロープの設置
　④　和式トイレの洋式トイレへの変更に要する経費
漢　町内会加入促進事業

　町内会への加入や町内会活動への参加を促進するため，本市への転入者等に対し，
啓発のためのクリアファイルの配布を市民課窓口等で行うとともに，市電・路線バス
での車内アナウンス等を実施する。
澗　町内会設立・加入きっかけづくり支援事業

　町内会が，地域の連帯強化を目的として自主的に実施する町内会加入促進活動を支
援するため，交付対象経費の２分の１相当額（限度額６万円）を補助する。申請は１
年度につき１回。（平成２５年度実績２８件）
　また，新たに町内会のない地域において，設立に向けた活動に必要な経費について
３万円を限度に補助する。
潅　コミュニティビジョン推進事業

　地域の多様な人材や資源を活用して地域の課題を発見・解決する取組を行う地域コ
ミュニティ協議会のモデル事業を実施するとともに，鹿児島市コミュニティビジョン
推進戦略会議で，モデル事業の検証・評価を行う。また，２７年度からの市内全域での順次
設立に向け，地域連携コーディネーターを増員するとともに，周知・広報等を行う。
環　地域まちづくりワークショップ事業

　地域住民が主体となって設置・運営し，地域プランの実践に取り組む「地域まちづ
くりワークショップ」を支援する。
甘　地域まつり支援事業

　地域住民のふれあいと地域社会の活性化を促進するため，吉田・喜入・松元・郡山
地域のまつりへ助成を行う。

３　市民協働
敢　「鹿児島市の市民参画を推進する条例」

（施行期日）
　平成１５年６月１日
（目的）
　本市における市民参画の基本的な事項を定めることにより，市政への市民参画の推
進を図り，もって市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とする。
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（条例の概要）
　①　市民参画手続の明確化（第６条）
　　ア　パブリックコメント手続の実施
　　イ　審議会等への付議
　　ウ　意見交換会等の開催
　　エ　ワークショップ方式等
　　（※原則としてパブリックコメント手続を実施）
　②　市民参画手続を実施する対象施策の明確化（第７条）
　　ア　市の基本的な政策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本的な事

項を定める計画の策定又は変更
　　イ　公用又は公共用に供される重要な施設の建設等に係る計画の策定又は変更
　　ウ　次に掲げる条例，規則等の制定又は改廃
　　　・市の基本的な方針又は制度を定めるもの
　　　・市民に義務を課し，又はその権利を制限することを内容とするもの
　　　・市民生活に重大な影響を及ぼすもの
　③　市民の意見等の取扱い（第９条）
　　　市民からの意見等について，市が施策に反映させるよう努めるとともに，その
結果を公表する。

　④　市民参画手続の実施予定及び前年度における実施状況の公表（第１１条）
　　　毎年度、市民参画手続の実施予定及び前年度における実施状況を市民に公表す
る。

　⑤　「鹿児島市市民参画推進に関する市民会議」の設置（第２２条－第３０条）
　　　本市の市民参画の推進について調査審議する，公募市民や学識経験者等で構成
された「市民参画推進に関する市民会議」を設置する。

柑　「鹿児島市と市民活動団体等との協働推進について～市民活動の現状と促進方策～」

（策定月）
　平成１６年３月（平成２６年３月改定）
（概要）
　協働によるまちづくりを進めるうえでパートナーとして重要な役割を担う市民活動
団体等との協働を推進するため，その基本的考え方や方策について取りまとめたもの
である。
　①　目標
　　　市民活動団体等をまちづくりのパートナーとして位置づけ，自主性・自立性を
尊重するなかで，より効果的な協働関係の構築に努める。

　②　方策
　　　次の項目を柱に取り組むこととしている。

・市民の協働意識の醸成
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・市民活動団体の運営基盤づくりや活動への支援
・企業との協働・連携の促進
・職員の意識向上と環境づくり

　③　主な施策
　　ア　市民とつくる協働のまち事業
　　　　公益的なサービスを提供するＮＰＯ等の活動に対し，その経費の一部を助成

する。
　　イ　ＮＰＯ連携促進事業
　　　　ＮＰＯ，事業者等の連携を促進するとともに，市とＮＰＯ等とのネットワー

クづくりを推進するための取組を行う。
　　ウ　市民活動応援講座
　　　　ＮＰＯ等の市民活動団体に関する組織運営の手法や事業の企画方法などのノ

ウハウを習得する講座を開催する。

４　男女共同参画
　男女が，互いにその人権を尊重しつつ，責任も分かち合い，性別にかかわりなく，
その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は重要な課題の一つであ
り，国内外で取組が進められている。
　本市では，平成２６年４月に施行した「鹿児島市男女共同参画推進条例」及び平成２４
年３月に策定した「第２次鹿児島市男女共同参画計画」に基づき，男女共同参画セン
ターを拠点として，市民，事業者と一体となった総合的な施策の推進に努め，誰もが
安心していきいきと暮らせる心豊かな男女共同参画社会の実現に取り組んでいく。
敢　「男女共同参画推進条例」

（施行期日）平成２６年４月１日
（目的）男女共同参画の推進に関し，基本理念を定め，市，市民，事業者，市民団体
及び教育に携わる者の役割を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する施
策の基本となる事項を定めることにより，男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し，
男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
柑　男女共同参画計画の推進

　本市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ体系的に取り組んでいく。
　①　鹿児島市男女共同参画審議会の開催
　②　鹿児島市男女共同参画推進連絡会議の開催
　③　職員対象研修会の開催
桓　広報啓発

　男女共同参画社会への理解と認識を深めるため，男女共同参画に関する啓発や法律，
施策の情報提供を行う。
　①　男女共同参画情報誌「すてっぷ」の発行
　②　男女共同参画に関する情報の収集提供
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棺　ＤＶ等対策

　配偶者等からのあらゆる暴力の根絶のため，予防啓発及び被害者支援の取組を行う。
　①　学生向けデートＤＶ講演会の開催
　②　ＤＶ防止啓発誌の配布
　③　カードサイズＤＶリーフレットの作成・配布
　④　ＤＶ防止庁内連絡会議の開催
　⑤　配偶者暴力相談支援センター業務
　⑥　ＤＶ防止対策委員会の開催
款　男女共同参画センター

　　設置目的　　男女共同参画社会づくりをめざす活動拠点施設として，学習，情報，
支援，相談，調査研究の５つの機能を基に事業を行う。

　　所 在 地 　　荒田一丁目４番１号
　　開　　館　　平成13年１月25日
　　開館時間　　午前９時30分～午後９時30分（日曜日・祝日は午後６時まで）
　　休 館 日 　　月曜日（祝日の場合はその後の最初の平日），12月29日～１月３日
　　施設内容　　鹿児島市生涯学習プラザとの複合施設（生涯学習プラザについてＰ

３４１・３４２参照）
　　　　　ア　図書情報コーナー　　イ　情報体験コーナー　　ウ　相談室
　　　　　エ　講堂　　　　　　　　オ　スタジオ　　　　　　カ　託児室
　　　　　キ　研修室　　　　　　　ク　交流サロン　　　　　ケ　食工房
　　　　　コ　生活工房　　　　　　サ　マルチメディア学習室
　　　　　シ　情報活用セミナー室　ス　多目的フロア
　　　　　セ　伝統文化セミナー室
　
事業計画

課　学習・啓発事業の実施
　①　サンエールフェスタ開催事業
　　男女共同参画社会の実現に向けて，市民と共に考え行動する参画型イベントを開
催し，広く男女共同参画の意識を醸成するとともに，イベントへの参加を通じた市
民の情報発信や交流を支援する。（平成２４年度から「サンエールフェスタ」として，
「男女共同参画フェスティバル」と「生涯学習フェスティバル」を共同開催。）
　②　学習・研修事業
　　男女共同参画に対する理解と認識を深めることや能力開発，生涯にわたる健康管
理等を目的とした学習機会を提供する。
嘩　情報の収集提供
　男女共同参画に関する市民の理解を深めるため，情報を収集提供する。
　①　図書，ビデオ・ＤＶＤの貸し出し
　②　男女共同参画センターだより「トモニー」の発行
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貨　市民活動の支援
　男女共同参画に関する市民のさまざまな活動を支援し，ネットワークづくりを促進
する。
迦　相談事業
　主に女性が抱えるさまざまな問題について，男女共同参画の視点を持って相談に対
応し，自らの力で解決できるよう支援する。
　①　総合相談
　②　専門相談（法律相談，心理相談，男性相談）
　③　再チャレンジ相談
　④　グループ相談
過　調査研究支援事業
　男女共同参画社会の実現に向けて，市民の身近にある現実や課題について市民企画
により調査研究，分析を行い，報告書を作成する。

５　消費者行政
　消費生活センター

設置目的　　消費生活に関する情報の収集及び提供等を行い，市民の消費生活の安
定及び向上を図る。

所 在 地　　鴨池二丁目２５番１－３１号
開　　館　　平成６年４月１日
開館時間　　月～金　午前９時～午後５時１５分
休 館 日　　土曜日，日曜日，国民の祝日，１２月２９日～１月３日
施設内容　　ア　相談コーナー　　　エ　サークルコーナー
　　　　　　イ　展示コーナー　　　オ　研修室
　　　　　　ウ　情報コーナー　　　カ　こどもの部屋（託児室）
　主な事業
敢　消費生活相談

　専門の相談員を配置し，消費生活に関する相談を受け付け，その解決のために必要
な助言等を行う。また，月２回弁護士による消費生活法律相談を行う。
柑　消費者啓発

　消費生活に関する知識を身につけ，主体的・合理的に行動できる消費者を育成する
ために消費生活教室，親子一日教室を実施するとともに学校，町内会，老人クラブ，
企業等を対象に消費生活出張講座を実施する。また，一般向け，若年層向け及び高齢
者向け等，対象に応じた各種啓発資料を作成するとともに，学校等において消費生活
パネル展を展開する。
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桓　消費生活エキスポかごしま事業

　市民への消費生活に関する情報提供を目的に消費者団体の活動発表や消費生活に関す
るパネル等の展示・実演のほか，幅広い年代層に対応する体験型イベント等を行う。
棺　消費生活情報の収集・提供

〈消費者教育担い手育成事業〉
　地域に根ざした消費者啓発を促進し，消費者被害の未然防止を推進するため，地域
において，消費生活に関する諸問題についての知識や情報を普及し，また，簡易な出
張講座を行う地域消費者リーダーを育成する。
〈情報提供〉
　消費生活センターニュースの発行をはじめ，各種パンフレット等の作成，図書・ビ
デオの貸出し，展示コーナーでの展示パネル等により情報提供に努める。
款　消費者団体の育成・活動支援

　消費生活に関するリーダーを養成することを目的に，消費者団体の学習会等を支援
する。
歓　Ａ（悪質商法）Ｂ（撲滅）Ｃ（シティ）消費者情報ネットかごしま事業

　消費者被害未然防止ネットワーク会議を開催して関係機関との連携を図るととも
に，メールマガジン等による被害情報の提供など消費者被害情報を共有することによ
り，消費者への「見守り機能」を強化し，本市における悪質商法の撲滅に資する。

６　文化振興
敢　市民文化祭

　毎年，９～１２月に市民文化祭を開いている。
　謡曲連合大会，いけばな展，薩摩琵琶弾奏大会，茶会，南日本俳句大会，南日本短
歌大会，邦楽演奏会，詩吟剣舞道大会，薩摩狂句大会，煎茶，オペラ，バレエ，写真
展
柑　ふるさと芸能祭

　郷土に伝承されている民俗芸能を広く市民に公開し，郷土芸能に対する理解を深め
るとともに，郷土を愛する心を高める。
　出演者　郷土芸能保存団体等
桓　文化事業の共催

　市内の文化団体と共催で文化事業を実施し，芸術鑑賞の機会を拡充するとともに文
化団体の育成に資する。
棺　鹿児島市少年少女合唱団（平成２６年度予算　１，９６８千円）
　鹿児島市に在住し、市内の小・中学校に在籍する少年少女による合唱団を育成し，
その演奏活動を通じて児童文化の向上を図り，豊かな情操を養うとともに，音楽水準
の向上に寄与する。
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　設　　立　　昭和４８年１２月
　隊　　員　　３５人（平成２６年３月末現在）
款　椋鳩十児童文学賞（平成２６年度予算　１０，７２２千円）
　市制施行百周年を記念し，日本を代表する児童文学者椋鳩十氏の業績を永く顕彰す
るとともに，児童文学の発展に寄与するため，平成２年に創設した。鹿児島にあって
地方色豊かな数々の名作を発表された椋氏の偉大な功績を讃え，新人の児童文学作品
を対象にすることにより，次代を担う児童文学作家の発掘を行う。
（第２４回椋鳩十児童文学賞募集概要：第２４回で事業終了）
　ア　対象作品　　平成２５年１月１日から同年１２月３１日までに国内で刊行された児童

文学作品のうち新人の第２作目までの刊行本とする。ただし，創作
であること。

　　　　　　　　　詩，童謡，絵本，ノンフィクションを除く。なお，椋鳩十児童文
学賞の受賞者の作品は対象外とする。

　イ　選考委員　　タカシヨイチ，三木卓，西本鶏介，那須正幹の４氏
　ウ　　 賞 　　　正賞　表彰状及び記念品，副賞　賞金
歓　鹿児島市小・中学校での芸術鑑賞事業（平成２６年度予算　１６，４０１千円）
　小・中学校での中央や地元の芸術文化団体による演奏会等の公演や国内外の優れた
舞台芸術の鑑賞などにより，子どもたちの豊かな情操を育てる。
汗　歴史・文化資産のデジタル化推進事業（平成２６年度予算　２，３８２千円）
　貴重な歴史・文化資産をはじめとして，市内の文化財や伝統工芸品等の情報のデジ
タル化を進め，インターネットにより広く情報発信する。
漢　文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業（平成２６年度予算　２８，４１６千円）
　平成２３年度に策定した「文化薫る地域の魅力づくりプラン」に基づき，美術，音
楽，地域伝統芸能といった本市ゆかりの文化を生かした，元気な地域づくり・人づく
りにつながる取組を実施する。
澗　第３０回国民文化祭開催準備事業（平成２６年度予算　２６，３０５千円）
　第３０回国民文化祭・かごしま２０１５のプレイベントの実施や出演団体の募集など，開
催に向けた準備を進める。
潅　かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

　設置目的
　　鹿児島にゆかりのある作家とその作品等を紹介する「かごしま近代文学館」と，
世界各地の童話・民話等を人形・映像その他で紹介する「かごしまメルヘン館」を
複合的に設置することにより，本市の文学振興，文化の向上を図るとともに，物語
の世界の演出により，子どもたちに夢を与え，豊かな感性を育む。
　施設概要
　　①　かごしま近代文学館
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　　　　地下１階　　収蔵庫，くん蒸室，機械室など
　　　　１　　階　　鹿児島情熱絵巻，ゆかりの作家たちの情熱，文学アトリエ，ラ

　　イブラリー，事務室，喫茶室
　　　　２　　階　　鹿児島文学の群像，向田邦子の世界，文学ホールなど
　　②　かごしまメルヘン館
　　　　地下１階　　わくわくスタジオ，メルヘンホールなど
　　　　１　　階　　おはなしのまち，おはなしの散歩道，親子読書コーナー
　　　　２～３階　　おはなしの散歩道，絵本のお城
　展示概要
　　①　かごしま近代文学館
　　「ゆかりの作家たちの情熱」
　　　　鹿児島ゆかりの５人の創作にかけた情熱を，様々なテーマの下，ジオラマや
　文学資料，遺愛の品々等をとおして紹介する。

　　「文学アトリエ」
　　　　「ことばアトリエ」で，ことば遊びができる映像装置，ワークショップをと
　おして，楽しみながらことばの世界に触れられ，また，「本のひろば」で，歴
　代の「椋鳩十児童文学賞」受賞作品やお薦めの本などをくつろぎながら読むこ
　とができる。

　　「鹿児島文学の群像」
　　　　鹿児島ゆかりの２２人の作家を紹介。また，様々なテーマで収蔵品展や企画展
　などを開催する。

　　「向田邦子の世界」
　　　　原稿等の直筆をはじめ，遺愛の品々を展示し，向田の面影をたどり，その作
　品世界を紹介する。

　　②　かごしまメルヘン館
　　「わくわくスタジオ」
　　　　オリジナルのお話を完成させていく「まっしろな絵本」があり，また，世界
　各地の民族人形や日本各地の郷土玩具など様々な人形を展示する。

　　「おはなしのまち」
　　　　童話に出てくるお家やミニアスレチックなどで遊びながらお話の世界を楽し
　める。

　　「おはなしの散歩道」
　　　　『不思議の国のアリス』の世界をトリックアートなどで楽しめる。
　　「絵本のお城」
　　　　お気に入りの絵本を手にとって読むことなどができる。
　所 在 地　　城山町５番１号
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　建物概要　　契建物構造　　鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　地下１階地上３階建
　　　　　　　形敷地面積　　３，４１８．１５㎡
　　　　　　　径建築面積　　２，２８９．３６㎡
　　　　　　　恵延床面積　　５，８７４．３１㎡
　開　　館　　平成１０年１月２９日
　休 館 日　　毎週火曜日（休日の時はその後の最初の平日），１２月２９日～１月１日
　開館時間　　午前９時３０分～午後６時（入館は午後５時３０分まで）
　観覧料金

　・共通…近代文学館とメルヘン館の共通券　・未就学児は無料　・団体は２０人以上
環　市民文化ホール

　施設概要
　陰　開館年月日　　昭和５８年２月６日
　隠　位　　　置　　与次郎二丁目３番１号
　韻　構造及び規模　鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造，地下１階，地上５階
　吋　敷 地 面 積　　４８，２７１．５１釈（文化公園を含む）
　右　建 築 面 積　　８，１５０．６２釈（延床面積１９，６８９．２９釈）
　宇　工　　　期　　昭和５５年１２月２８日～５７年１２月１０日
　烏　建設事業費　　７，９２９，０００千円
　羽　施 設 案 内　　
　　ア　第１ホール
　　　　音楽的催しに重点を置く多目的ホールで客席数１，９９０席（他に車いすスペー

ス８席）
　　イ　第２ホール
　　　　演劇の催しに重点を置く多目的ホールで客席数９５２席（他に車いすスペース

６席）
　　ウ　市民ホール
　　　　約４００人収容の平土間形式の会議室兼用のホール
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団　　体個　　人区　　　　　　　　　　分
２４０円３００円一 般

近　代　文　学　館

常　設　展　示

１２０円１５０円小 ・ 中 学 生
－６００円年 間 観 覧 券 （ 一 般 ）
－３００円年間観覧券（小・中学生）

２４０円３００円一 般

メ　ル　ヘ　ン　館
１２０円１５０円小 ・ 中 学 生
－６００円年 間 観 覧 券 （ 一 般 ）
－３００円年間観覧券（小・中学生）

４００円５００円一 般

共　　　　　　　通
２００円２５０円小 ・ 中 学 生
－１，０００円年 間 観 覧 券 （ 一 般 ）
－５００円年間観覧券（小・中学生）



　　エ　練習室
　　オ　会議室，和室
　　カ　展望ギャラリー
　　キ　駐車場　駐車台数　３７３台
　迂　平成２５年度利用状況

甘　谷山サザンホール

　施設概要
　陰　開館年月日　　平成元年１０月２０日
　隠　位　　　置　　谷山中央一丁目４３６０番地
　韻　構造及び規模　鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造，地下１階，地上２階
　吋　敷 地 面 積　　６，９３３釈
　右　建 築 面 積　　３，３２０釈（延床面積　５，９７０釈）
　宇　工　　　期　　昭和６３年３月５日～平成元年１０月２日
　烏　建設事業費　　２，８００，０００千円
　羽　施 設 内 容
　　ア　ホール　客席数８００席（他に車いすスペース６席）
　　イ　練習室
　　ウ　会議室，和室
　　エ　市民ギャラリー，展示室
　　オ　駐車場　駐車台数　７４台
　迂　平成２５年度ホール利用状況
　　ア　利 用 率　５９％
　　イ　入場者数　４９，２３８人

７　安心安全まちづくり推進
敢　「鹿児島市安心安全まちづくり条例」

（施行期日）
　平成１７年１０月４日
（目的）
　犯罪，事故及び自然災害を未然に防止し，市民みんなが安心して暮らすことのでき
る安全なまちづくりについて，基本理念並びに市，市民等及び事業者の責務を定め，
それぞれが連携し，及び協力することにより，安心して暮らすことのできる安全な地
域社会の実現を図ることを目的とする。
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市民ホール第２ホール第１ホール
７６％７８％６２％利 用 率

３５，７５７人１０５，０８０人２３５，１３２人入 場 者 数



（概要）
　安心安全なまちづくりのため，自らの安全は自ら守るとともに地域の安全は地域で
守るという基本理念のもと，市は，市民や事業者等の意見を積極的に反映させ，安心
安全なまちづくりを推進するために必要な施策等を実施すること，市民等は，所有す
る土地等の適正な管理や市の施策への協力，犯罪等の発生時の通報等を行うよう努め
ることなどが盛り込まれている。
柑　「鹿児島市暴力団排除条例」

（施行期日）
　平成２６年４月１日
（目的）
　市及び市民等が，地域の安全は地域で守るという基本認識のもと，暴力団の排除に関
し，基本理念を定め，市及び市民等の役割を明らかにするとともに，暴力団排除に関する
施策等を定めることにより，市民の安全で平穏な生活の確保を図ることを目的とする。
（概要）
　暴力団追放「三ない運動＋１」（恐れない，利用しない，金を出さない，交際しな
い）を基本に，市は，暴力団の排除に関する施策の推進や安全確保のための警察への
保護要請などを，市民等は，市が行う取組みへの協力や市や警察等へ情報提供などを
行うよう努めることを定めたほか，少年保護のための通報措置や特別強化地域の指定
等が盛り込まれている。
　また，条例の制定に際し，市と市教育委員会と市内三警察署とで協定を結び，連携の
強化を図った。
桓　安心安全まちづくり事業

　安心安全まちづくりについての広報啓発や，安心安全まちづくりを総合的に推進す
るための「鹿児島市安心安全まちづくり推進会議」の運営などを行う。
棺　安心安全パートナーシップ事業

　犯罪等の未然防止に関する市民意識の向上を図るとともに，市民自らが行う地域の
安全の確保に関する自主的な活動の促進等を図る。
　○安心安全まちづくり市民大会の開催
　○安心安全研修会の開催　など
款　安心安全地域リーダー育成事業

　地域の防犯，防災活動等のリーダーを育成するため，「鹿児島市安心安全アカデ
ミー」を開催する。
　①　コース・受講人員
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受講人員コース

５０人防犯・事故防止基礎
コース１

５０人防災基礎コース２

受講対象・人員コース
防犯・事故防止基礎
コース修了者　２０人

防犯・事故防止マスター
コース３

防災基礎コース修了
者　２０人防災マスターコース４



　※　防災基礎コースの修了者には，日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試
験」の受験資格が与えられる。

　②　講座回数　各コース８回・１回当たり２時間
　③　受講料　無料
　④　各マスターコース修了者を「安心安全推進員」に委嘱し，市と協働で安心安全
なまちづくりを推進する。

歓　安心安全推進員連絡協議会

　安心安全アカデミーマスターコース修了者に委嘱している「安心安全推進員」の自
主的な調査研究活動の促進や相互連携等を図るため，協議会の運営や研修会の開催等
の活動を支援する。
汗　安心安全教育指導員

　防犯及び交通安全に関する知識を有する者４人を配置し，小学校，幼稚園，保育
園，町内会などの要請により，防犯教室及び交通安全教室を開催して，防犯及び交通
安全に関する知識の普及を図る。
漢　安心安全協力事業所登録事業

　市と事業者が協力・連携して安心安全なまちづくりを推進するために，犯罪，事故
及び自然災害の未然防止のための活動や災害等の発生時の救援活動において，人材や
資機材，物品，技術等の提供に可能な範囲で協力・支援していただける事業所を「鹿
児島市安心安全協力事業所」として募集・登録する。
澗　地域安心安全推進指導員

　地域において自主的な防災活動を行う自主防災組織や，地域の安全確保に関する自
主的な活動を行う団体等で構成する地域安心安全ネットワーク会議の結成促進と活動
に関する相談・助言等を行うことにより市民との協働による安心安全なまちづくりを
推進する。
潅　地下壕安全対策事業

　地下壕の安全対策を図るため，地権者等の同意を得て倉庫等の利用を除く立入り可
能な地下壕の壕口の封鎖工事などを行う。
環　セーフコミュニティ推進事業

　安心安全まちづくり条例に基づく犯罪・事故・自然災害の未然防止の取組に加え，
子ども，高齢者などの年齢層別，家庭，学校等の生活環境別に事故やけがの原因を調
査し，その防止策を市民や関係団体と行政が協働して検討・実施することにより，生
涯にわたって安心安全に暮らせる世界基準のまちづくりを目指す。
　実施にあたっては，世界保健機関（ＷＨＯ）が推進しているセーフコミュニティの
手法を導入し，調査結果の科学的な分析や体系的な事故防止等の仕組づくりに活用す
る。
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　○本市のセーフコミュニティで取り組む７つの分野

甘　安心安全まちづくりアドバイザーの配置

　セーフコミュニティの推進などの新たな取組や市民への啓発活動等，安心安全なま
ちづくりを効果的に推進するため，専門的な指導や助言等を行う「安心安全まちづく
りアドバイザー」１人を配置している。
監　交通事故・暴力団排除相談員

　交通事故相談及び暴力団排除相談に関する知識を有する専門の相談員１人を配置
し，賠償問題や暴力団の排除に関する相談その他の諸問題について指導助言を行う。

８　防　　犯
敢　防犯団体連合会等への補助

　犯罪を防止し，明るく住みよいまちづくりを推進している防犯団体を援助，育成強
化するため補助金を交付する。
柑　防犯灯に対する補助

　防犯灯を設置し維持管理する町内会等に対し，設置費及び電気料を補助する。
　○防犯灯設置費補助金
　　　小柱式　２４，０００円　　小柱のみの取替　１４，０００円
　　　共架式　１０，０００円
　　　明るい照明補助加算
　　　（インバータ式防犯灯及びＬＥＤ防犯灯を設置した場合）６，０００円
　○防犯灯電気料補助金
　　　基準の範囲内で１００％補助
桓　特設防犯灯の設置

　町内会等と町内会等のはざまにおける防犯灯の設置を市で行い，夜間における犯罪
の防止と市民の通行の安全を図る。
棺　防犯パトロール隊への支援

　地域で自主的に活動する防犯パトロール隊の結成促進を図り，市民の方々が安心して
暮らせる安全なまちづくりを推進するため，パトロール活動に必要な用品を支給する。
（防犯パトロール隊１団体当たり５０，０００円以内・支給から満５年以上経過している団
体については再支給の制度あり）
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目　　的取組分野
交通事故の減少交 通 安 全
児童生徒の事故の減少学 校 の 安 全
子どもの身体と心の安心・安全を守る子 ど も の 安 全
高齢者の外傷の減少高 齢 者 の 安 全 高齢者虐待の減少
ＤＶの防止Ｄ Ｖ 防 止
自殺者数の減少自 殺 予 防
地域防災力の向上防災・災害対策



款　青色回転灯装着パトロール車導入の支援

　青色回転灯を装備した車両（青パト）の導入促進を図るため，青色回転灯や車両用
拡声器などの青パト用品を支給する。
（青パト１台当たり５０，０００円以内）
歓　青パト活動費の補助

　青パトによる防犯活動の積極的な展開と青パト隊の結成促進を図るため，青パト隊
に対し燃料費などの活動費補助を行う。
（青パト１台当たり年額１８，０００円）
汗　犯罪被害者支援センターへの補助

　犯罪被害者やその遺族等の被害の回復や軽減を図るために，「公益社団法人かごし
ま犯罪被害者支援センター」に補助金を交付する。
漢　地域安心安全ネットワーク支援事業

　小学校区ごとに，防犯パトロール隊，スクールガードなどの相互連携や情報の共有
化を図る「地域安心安全ネットワーク会議」の設立・運営を支援するため，会議を実
施する団体等に補助を行う。（３年を限度に年額５０，０００円以内，その後は３年を限度
に年額３０，０００円以内）また，夜間における暗がりのチェックや交通危険箇所等の環境
診断などを行う当該団体に年額２０，０００円以内を補助する。

９　交通安全
敢　交通安全対策会議

　○根　　拠　　交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第１８条第１項の規定
に基づき，昭和４５年１２月２４日鹿児島市交通安全対策会議条例により
設置している。

　○目　　的　　市交通安全計画の作成及び実施の推進，その他市の区域における陸
上交通の安全に関する総合的な施策の企画を審議し，その実施を推
進する。

柑　交通安全市民運動推進協議会

　○目　　的　　交通事故を防止するため，市民総ぐるみの交通安全運動を積極的に
推進する。

　○主な事業
　　・春と秋の全国交通安全運動及び夏，年末年始の交通事故防止運動
　　・スクールゾーン委員会への助成及び交通安全母の会活動
　　・交通遺児等への見舞品贈呈
　　・自転車安全運転キャンペーン
桓　児童通学保護員

　○目　　的　　通学児童及び通園園児の登校・登園時における道路交通の安全確保
を図る。
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　○身　　分　　小学校長，幼稚園長及びＰＴＡ会長が推せんする者の中から市長が
委嘱する非常勤嘱託である。

　○人　　員　　２０４人（平成２６年度予算人員）
　○そ の 他　　保護員の職務従事中の災害については，公務災害補償条例により補

償する。
棺　違法駐車対策

　円滑な道路交通の確保と市民の安全で快適な生活環境を保持するため，広報・啓発
活動を行い，駐車マナーの向上を図り，違法駐車を防止する。
款　チャイルドシート使用促進

　チャイルドシート使用の効果や正しい使用方法についての講習会を開催し，チャイ
ルドシート未使用や不適正着用による事故防止を図る。

１０　防災・危機管理
敢　防災会議

　○根　　拠　　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条の規定に基づき，
設置している。

　○目　　的　　市地域防災計画の作成及び実施の推進や，市長の諮問に応じて本市
の地域に係る防災に関する重要事項の審議等を行う。

柑　災害対策本部

　○設　　置　　大規模な災害が発生し，又は発生するおそれがあるときは，市長は
災害対策本部を設置する。現地にて，特別な対策を必要とするとき
は，現地災害対策本部を設置する。

　　　　　　　　本部に本部会議を置き，本部長，副本部長及び本部員で構成する。
また，本部に対策部を置き，それぞれ対策部長を置く。

　○配　　備　　災害の規模等に応じて，次の配備を行う。
　　第１配備　　比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生し，又は発生するお

それのあるときで災害対策本部が設置されたとき。
　　第２配備　　大きな災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき。（広範囲に

わたり，避難所を運営している場合など）
　　第３配備　　大きな災害が発生し，被害が甚大と予想されるとき，又は甚大な災

害が発生したとき。（災害救助法が適用された場合など）
桓　国民保護法制関連事業

　武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法）（平
成１６年法律第１１２号）第３５条の規定に基づき作成した「鹿児島市国民保護計画」に基づ
き，国民保護に関する普及啓発を行い，市民への周知を図るとともに訓練など平素か
らの備えや予防に努めるなど，国民保護措置を総合的に推進する。
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棺　桜島火山爆発対策

　火山爆発災害の特殊性，桜島の地形的態様からくる応急対策の困難性等を考慮し，
市地域防災計画の中に桜島爆発対策計画を定めている。
　桜島火山の大爆発又はそのおそれがあり，大きな災害が発生すると認められると
き，異常現象の広報，避難，緊急輸送等の応急対策を実施し，住民の安全を図る。
款　水防計画

　水防法（昭和２４年法律第１９３号）第３３条の規定及び市地域防災計画に基づき，鹿児
島市域における水防事務の調整及び円滑な実施を図るため必要な事項を規定し，洪
水，津波又は高潮等による水災の警戒・防御及び被害軽減を行い，もって公共の安全
を保持することを目的とする。
歓　防災条例

　市と市民とが一体となって総合的な防災対策を進め，災害に強い安全なまちづくり
をめざして防災条例を制定
　名　　　称　　鹿児島市開発行為，建築等における災害の防止に関する条例
　施行年月日　　昭和５２年４月１日
　概　　　要　　この条例は第１章～第６章で構成され，市の責務，市民の責務，開

発行為・建築等における防災，避難及び通報等を盛り込んである。
汗　防災行政無線

　災害時における迅速・確実な情報伝達及び現場の情報収集や災害活動の情報連絡体
制の確立のため，移動系及び同報系防災行政無線を整備している。
　なお，２４年度からデジタル防災行政無線整備事業として，老朽化している同報系無
線について機器の更新，デジタル化及び合併に伴うシステム統合など，全市一体的な
整備を行い，２７年度から全面運用開始する予定である。
　設備の概要

　移　　動　　系（市職員等間で災害時の情報収集及び情報連絡を行う無線設備）
　　固　 定　 局　　市役所本庁１，吉田支所１，喜入支所１，松元支所１，郡山支

所１
　　中　 継　 局　　吉野中継局，平野中継局，高野南中継局，平野岡中継局，大浦

中継局
　　　　　　　　　　遠隔制御装置を市役所本庁，錦江工事事務所，谷山建設課，伊

敷支所，東桜島支所，桜島東分遣隊，吉田支所，喜入支所，南
消防署喜入分遣隊，松元支所，郡山支所に置き操作を行う。

　　移　 動　 局　　車両用６４　携帯・可搬用１０６　計１７０
　同　　報　　系（屋外拡声子局及び戸別受信機で住民等に情報伝達する無線設備）
　　ア　ナ　ロ　グ
　　　親　　　局　　本庁１（準親局：消防局１，制御局：東桜島支所１），吉田支

所１，桜島支所１，喜入支所１，松元支所１，郡山支所１
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　　　中 継 局　　吉野中継局，東桜島中継局，黒神中継局，平野中継局，高野南
中継局

　　　屋外拡声子局　　１２９局
　　　戸別受信機　　１９，５５４戸に設置
　　デ　ジ　タ　ル
　　　親　　　局　　本庁１（遠隔制御器：消防局１，桜島支所１，郡山支所１）
　　　中　継　局　　吉野中継局，喜入中継局，郡山中継局
　　　屋外拡声子局　　56局
　　２４年度から２６年度にかけて，順次整備工事を行う。
漢　自主防災組織育成促進事業

　自主防災組織の結成に伴い，必要な資機材を整備する組織について，１組織当たり
１回限り１０万円を限度として補助を行う。
　過去５年以内に組織の結成に伴う資機材整備補助を受けていない組織については，
１組織当たり１回限り７万円を限度として補助を行う。
　また，防災意識の高揚を図るため，以下の防災訓練等を実施した組織に対し，１組
織当たり，年２回限り，それぞれ２万円を限度に助成を行う。
　①　組織が単独で実施する訓練
　②　複数の組織又は小中学校などと連携して実施する訓練
　③　地域の防災マップの作成
　④　避難行動要支援者への支援活動
　⑤　地域の危険箇所の防災点検
　⑥　その他市長が認めるもの
　※注）２回目の助成は，１回目の活動と異なる場合に限る
澗　避難行動要支援者避難支援等事業

　災害発生時等に自ら避難することが困難な要介護者や重度の障害者など（避難行動
要支援者）が，地域の中で避難の支援が受けられるようにするため，避難行動要支援
者名簿の作成や個別支援計画の作成，避難支援者の確保等を行う。
潅　原子力災害対策事業

　市地域防災計画（原子力災害対策編）や市原子力災害対策避難計画に基づき，防災
訓練や市民への広報等を引き続き行う。
環　防災資機材等備蓄事業

　大規模災害の発生に備え，発災直後の避難生活に必要な資機材等を，防災拠点とな
る小学校等７８カ所の避難所や本庁・各支所に分散して，平成２８年度までの３年間で備
蓄することにより，防災対策の強化を図る。
甘　地域防災計画改訂事業

　市地域防災計画を本編・資料編に分冊するとともに，概要版を作成し，電子ブック
としてホームページに掲載することにより，活用の促進を図る。

－ １０８ －
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監　衛星携帯電話整備事業

　大規模災害時における情報伝達体制を強化するため，公衆回線の途絶や停電，交通
遮断等の影響を受けずに通信可能な衛星携帯電話及びアンテナを，本庁・支所等に整
備する。
　
１１　桜島火山対策
敢　桜島火山対策の経緯

昭和３８年度　　　市地域防災計画において，桜島爆発対策計画を策定
昭和４６年度～　　桜島火山爆発総合防災訓練を実施（以降毎年１月１２日を目安に実施）
昭和４７年度～　　桜島降灰検診事業の実施（～平成２０年度）
昭和４８年度～　　「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」制定
　　　　　　　　避難施設緊急整備地域の指定（桜島島内（鹿児島市及び桜島町））
　　　　　　　　避難施設緊急整備事業，防災営農対策事業の実施
　　　　　　　　国による治山事業の実施
昭和５０年度～　　防災林業対策事業の実施
昭和５１年度～　　国による砂防事業の実施
昭和５２年度～　　鹿児島市降灰対策委員会設置，桜島火山活動対策協議会設置
昭和５３年度～　　「活動火山対策特別措置法」の制定，降灰防除地域の指定
　　　　　　　　降灰除去事業，降灰防除事業の実施
昭和５９年度～　　海面環境保全事業の実施
昭和６０～６３年度　桜島有村地区の集団移転事業の実施
昭和６３年度　　　「鹿児島国際火山会議」開催
平成６年度　　　　桜島火山防災マップ及びポケットブック作成・配布
平成１０年度　　　「アジア活火山サミット」開催
平成２２年度　　　桜島火山ハザードマップ作成・配布
平成２４～２５年度　桜島大正噴火１００周年事業の実施
平成２５年度　　　「国際火山学地球内部化学協会（IAVCEI）２０１３年学術総会」開催
柑　活動火山対策特別措置法の趣旨

　火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け，又は受けるおそれがあると
認められる地域等について，避難施設，防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実
施を促進する等特別の措置を講じ，もって当該地域における住民等の生命及び身体の
安全並びに住民の生活及び農林漁業，中小企業等の経営の安定を図る。
桓　降灰対策委員会

　桜島火山の降灰対策についての総合施策を効果的に推進する。
棺　桜島火山活動対策協議会

　桜島の継続的な火山活動に伴う対応策の協議，関係法令の整備充実，国・県への意
見の反映を図るため要望活動を行うなど，その総合的施策を推進する。（昭和５２年１０
月８日に設置）

－ １０９ －
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　組　　織
　鹿児島市，垂水市，霧島市及び鹿屋市で組織し，関係市の長，議長及び当該特別委
員会委員長等を委員とする。
款　平成２６年度桜島火山対策事業費 （単位：千円）
 

－ １１０ －
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事業内容
２６年度財源内訳

増減平成２６年度
当初予算額

平成２５年度
当初予算額事　　業　　費

市費等県国

５６３,５３７13,900５４９,７９０▲１８８,８０４1,１３６,４８８1,３２５,２９２１.降灰除去事業

３３６,４６１36７,８２８▲６５,３３５7０４,２８９７６９,６２４　道路降灰除去事業

3,７１５１０３3,７１５3,612　公共下水道降灰除去事業

歩道の緑地帯内７６4,5008,064４０12,6４012,600　歩道緑地帯降灰除去事業

13８,０３５12５,６５０１０,６４９２６３,６８５２５３,０３６　宅地降灰除去事業

公園内の駐車場や園路1,58５9,4009,120５20,10５20,１００　公園降灰除去事業

０▲１４７,８７４０１４７,8７４　路面清掃車整備事業

5４３３７5４３５０６　電車軌道敷降灰除去事業

学校校庭　65,000
体育施設　　1,000３３,５00３２,５00066,00066,000　学校校庭等降灰除去事業

９,２６１９,２６１９,２６１０　事業所降灰指定置場設置事業

本庁舎 385
観光施設 1,６３２
青果市場 6４８
桜島支所 10３
魚類市場 ７１９
東桜島支所 ７０
社会福祉施設 14,５４１
船舶局 5３９
市立病院 8６４

12,８７３０6,６２８６１３１９,５０１1８,８８８　本庁舎等降灰除去事業

町内会 ３４１
商店街 １９８５３９００▲２８４５３９８２３　降灰除去機購入補助事業

一般家庭 ３１,５０３
学校幼稚園 2２３３１,7２６００３,９６６３１,７２６27,７６０　克灰袋配布事業

補助率2分の1・
限度額20万円
／回

1,6６５１５1,6６５１,６５０　アーケード降灰除去補助事業

1190119119　私立高校授業料軽減補助事業

2,700０2,7002,７００　桜島降灰量観測委託事業

３１,０３６0３,３９９２０,３５６３４,４３５１４,０７９２.降灰防除事業

７，０９２１６５７,０９２６,９２７　児童福祉施設電気料補助事業

学校クーラー
等の普通教室
への整備

２３,９４４０３,３９９２０,１９１２７,３４３７,１５２　学校施設降灰防除施設整備事業

兼
献
献
献
献
牽
献
献
献
献
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（参考）デジタル防災行政無線
　　　　桜島地域を含む全市域でデジタル防災行政無線を整備　事業費　１０，５８３千円
　　　　※繰越明許費　１，３０２，５９６千円

－ １１１ －

事業内容
財　　源　　内　　訳

増減平成２６年度
当初予算額

平成２５年度
当初予算額事　　業　　費

市費等県国

５５,８５２00▲３,４０５５５,８５２5９,２５７３.避難施設整備事業

桜島支所   　 17８
危機管理課  1,６９３1,８７１００７１０１,８７１１,1６１　避難施設補修事業

避難港の施設維持費３３,９８６▲7,０２８３３,９８６４１,０１４　避難施設保守管理事業

〃1８,４７０３,２７０1８,４７０15,200　避難港泊地浚渫事業

1,５２５００▲3５７1,５２５１,８８２　防災無線保守管理事業

４,５５９00▲１,１８１４,５５９５,７４０４.融資制度

災 害 対 策 資 金
経営安定化資金保証料補助
災害対策資金利子補給金

４,５５９▲１,１８１４,５５９5,740　中小企業資金融資事業

４6,５５２1,2２２３,３６２▲２９,０９3５１,１３６８０,２２９５.農林水産業対策事業

土壌矯正資材購入費補助１,５２８ １,２２２ ３,３６２▲３,８０７６,１１２９,９１９　降灰地域土壌等矯正事業

除灰用機械導入補助０▲3,126０３,１２６　降灰地域野菜安定対策事業

薬剤購入費補助1,１１６▲６０1,1１６1,１７６　びわ病害虫防除対策事業

耐灰性作物導入補助1,７２０▲1０01,７２０1,820　耐灰性作物等導入促進事業

被覆資材購入費補助１,８１７▲2４２１,８１７2,０５９　びわ果実降灰被害防止対策事業

資材購入費補助７３９１９7３９７２０　特産かんきつ生産安定対策事業

被覆施設整備費補助
資 材 購 入 費 補 助１５,５２３▲１６,６６６１５,５２３３２,１８９　降灰地域施設整備事業

飼料作物調整機械
等 の 導 入 助 成３,６４３▲４,８５２３,６４３８,４９５　飼料作物調整施設設置事業

桜島地域での畜産施
設の整備経費助成9,１３７▲２５９9,１３７９,３９６　降灰地域畜産施設整備事業

桜島降灰除去及び
農地、農業用施設
等 災 害 復 旧

１１,000011,00011,000　農業用施設等災害復旧事業

海面環境保全委託３２９0329329　海面環境保全事業

6,９５７00３６４6,９５７６,５９３６.火山活動対策費

7100710710　桜島火山活動対策協議会負担金

５,４３１４４８５,４３１４,９８３　桜島火山活動対策事業費

８１６▲８４８１６９００　桜島砂防センター運営管理委託費

７０８,４９３１５,1２２５５６,５５１▲２０１,７６３1,２８９,４２７1,４９１,１９０合　 　 　 　 計

平成２５年度当初予算比　８６．５％
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１２　国民年金
　国民年金制度は，老齢，障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを
国民の共同連帯によって防止し，必要な給付を行う制度である。
　市では，法定受託事務として，第１号及び任意加入被保険者に係る資格関係届書，
保険料免除・納付猶予関係申請書，給付関係基礎年金裁定請求書の受理，審査及び送
付を行い，日本年金機構との協力・連携事務として，相談対応，周知・広報等を行
い，市民の国民年金受給権の確保に努める。
敢　福祉年金

　①　福祉年金裁定請求等送付状況

　③　福祉年金受給権者数 （平成２６年３月末現在）

柑　拠出年金

　①　拠出年金裁定請求等送付状況

　③　拠出年金受給権者数 （平成２６年３月末現在）

－ １１２ －
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計障　害　基　礎老　齢　福　祉区　　　　分

６，４９８６，４８５１３受　給　権　者（人）

送付件数　区分

年度　 計寡婦遺族
基礎

障害
基礎老齢

2013810387２４
裁　定

１５９０４７８７７２５

7200040680２４未支給
年　金 ６７５00３４６４１２５

　②　拠出年金額（平成２６年度）

　　老齢基礎年金（満額）7７２,８00円

　　障害基礎年金　福祉年金と同額
　　遺族基礎年金（年額）基本額７７２,８00円
　　※遺族基礎年金には子の加算あり
　　１人目・２人目　１人につき22２,４00円
　　３人目以降　　　　　〃　　 ７４,１00円

送付件数　区分

年度　 計障害
基礎

老齢
福祉

1３71３7０２４
裁　定

1７71７7０２５

５３4６７２４未支給
年　金 ６１５6５２５

②　福祉年金額（平成2６年度）

老齢福祉年金（年額）　　　　３９５,900円
　　 障害基礎年金（年額）

１級　９６６,０00円
２級　７７２,８00円

　　※障害基礎年金には子の加算あり
　　１人目・２人目　１人につき　22２,４00円
　　３人目以降　　　　　〃　　    7４,１00円

計寡婦遺族基礎障害基礎障害老齢基礎老齢区　　分

１３０，８０９７５２２４２，８７４３７９１１６，８９５１０，３６２受 給 権 者
（人）



　④　被保険者数及び免除等状況 （単位：人）

※申請免除等（若年者納付猶予・学生納付特例含む）

１３　国民健康保険　　　事業開始　昭和３２年１１月１日
敢　事業概況（平成２６年４月１日現在）

　○加入状況
　　　人　口及　　　　６０５，６９５人　　　　国保被保険者数吸　　１４１，０６２人
　　　加入率吸／及　　２３．２９％
　　　世帯数祇　　　　２７１，０１７世帯　　　国保世帯数義　　　　８６，９１９世帯
　　　加入率義／祇　　３２．０７％
　○保険給付状況
　　①　療養の給付
　　　　　給付率　義務教育就学前　　　　　８割
　　　　　　　　　義務教育就学後７０歳未満　７割
　　　　　　　　　７０歳以上７５歳未満　８・９割　平成２６年４月以降に７０歳になる人

は８割，それ以前に７０歳になった人は９割（ただし，一定以上の
所得者は７割）

　　　　　給付内容　ア　診察（一般・歯科）　イ　薬剤又は治療材料の支給
　　　　　　　　　　ウ　処置・手術その他の治療　エ　病院又は診療所への入院
　　②　入院時食事療養費　　入院時の食事療養に要した費用の額から標準負担額を

控除した額を支給
　　③　入院時生活療養費　　６５歳以上７５歳未満の人（入院医療の必要性が高い患者

を除く）が療養病床に入院した場合，生活療養（食事
と居住費）に要した費用から標準負担額を控除した額
を支給

　　④　療　養　費　　療養に要した費用に各給付率を乗じた額を支給
　　⑤　移　送　費　　療養の給付を受けるため医師の指示により一時的，緊急的な

必要性があって病院又は診療所に移送された場合に支給
　　⑥　海外療養費　　海外で療養に要した費用に各給付率を乗じた額を支給
　　⑦　高額療養費　　病院等で支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に

その超過額を支給

－ １１３ －

保険料免除・納付猶予者
計任意加入

被保険者
第 １ 号
被保険者

　　　　区　分

年　度　　　　 計申請免除等法定免除

３９，１５４２９，８２８９，３２６８５，２９２１，６８８８３，６０４平成２４年度末

４０，００３３０，７８８９，２１５８１，７８６１，４５６８０，３３０平成２５年度末
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　　⑧　高額介護合算療養費　８月から翌年７月までの１年間に病院等で支払う医療
費と介護サービス費の一部負担金の合算額（国保加入
者に限る）が基準額を超えた場合にその超過額を支給

　　⑨　その他の給付　出産育児一時金　　世帯主に対して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・産科医療補償制度に該当の場合

　４２０，０００円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・上記以外の場合 ３９０，０００円　
　　　　　　　　　　　葬　　祭　　費　　葬祭を行った者に対して　　２０，０００円
　○保険税賦課状況
　　賦課期日　　４月１日
　　賦課方式　　所得割，被保険者均等割，世帯別平等割の三方式
　　納　　期　　年１０期　６，７，８，９，１０，１１，１２，１，２，３の各月
　　　　　　　　　　　　（普通徴収）
　　　　　　　　年度別の税率，賦課割合状況

　　　　　　　　　（賦課割合は一般被保険者分　ただし，介護納付金分は全体分）

　
　　　　　　　　年度別の保険税賦課状況
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税　率　及　び　賦　課　割　合　　　　　　　　　区　分
年　度　　　　　　　　　 平　　等　　割均　　等　　割所　　得　　割

２３，３００円２１．０８％２１，０００円３０．８４％８．００／１００４８．０８％医療分
決 算２４ ７，１００円２０．８７％６，２００円２９．６０％２．６０／１００４９．５３％支援金分

６，４００円２１．５７％７，４００円３０．７２％２．４０／１００４７．７１％介護分
２３，３００円２０．８３％２１，０００円３０．１４％８．００／１００４９．０３％医療分

決 算 見 込２５ ７，１００円２０．６０％６，２００円２８．８８％２．６０／１００５０．５２％支援金分
６，４００円２１．２１％７，４００円２９．８９％２．４０／１００４８．９０％介護分
２３，３００円１９．５２％２１，０００円２８．８８％８．００／１００５１．６０％医療分

当 初 予 算２６ ７，１００円１７．５７％６，２００円２５．１９％２．６０／１００５７．２４％支援金分
６，４００円１７．１１％７，４００円２３．０６％２．４０／１００５９．８３％介護分

現　年　課　税　分　（調定額）　　　　　　　　　区　分
年　度　　　　　　　　　 前年度対比一人当たり前年度対比一世帯当たり

９９．１３％５６，５８８円９８．６２％９２，８７０円医療分
決 算２４ ９９．１８％１７，４７０円９８．６７％２８，６７０円支援金分

９８．８２％１９，７９２円９６．９３％２３，５９２円介護分
１００．２４％５６，７２１円９９．４４％９２，３５０円医療分

決 算 見 込２５ １００．２４％１７，５１２円９９．４５％２８，５１２円支援金分
９９．６６％１９，７２５円９９．４９％２３，４７１円介護分
１１２．１２％６２，６６８円１１１．３２％１０２，１４２円医療分

当 初 予 算２６ １０２．４５％２１，４５７円１０１．７２％３４，９７２円支援金分
１２０．２３％２７，５２４円１１６．４１％３２，２７７円介護分



柑　国保事業の年度別状況 （保険税は現年課税分）

桓　保険税収納見込 （単位：千円）

棺　保険税納付区分比見込（現年課税分） （単位　金額：千円）

款　納付組合の結成状況等

　・結成状況（平成２６．４．１現在）
　　保険区数３３３区（保険委員納付組合長１６０人）組合加入世帯数２，３９１世帯
歓　納付組合の表彰及び助成（２５年度決算見込）
　ア　優良納付組合及び保険委員納付組合長の表彰　年１回
　イ　保険委員納付組合長への報償金　１６，３５９，２０６円

－ １１５ －

収　　納　　率
収入済額
（Ｃ）

最終予算額
（Ｂ）

調定額
（Ａ）区　　分年度 対　予　算

宮／吸
対　調　定
宮／及

８４．９０％８７．６９％１０，２１６，５９０１２，０３３，７１２１１，６５１，０３１現年課税分
２５ １８．２８％９．０４％５４２，７８８２，９６８，７６７６，００６，６３８滞納繰越分

７１．７２％６０．９３％１０，７５９，３７８１５，００２，４７９１７，６５７，６６９計

合　　計納税嘱託員自主納付口座振替納付組合区　　　　分
８６，９１９－５０，８５４３３，７１８２，３４７納 付 対 象 世 帯 数
１００％－５８．５１３８．７９２．７０構 成 比 率

１０，２１６，５９０９４，１８７４，８６３，１１３４，９１６，８０７３４２，４８３保 険 税 収 納 額
１００%０．９２４７．６０４８．１３３．３５構 成 比 率
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２６（当初予算）２５（決算見込）２４（決算）単位　　　　　　　　　　　　　　　年　　度
区　　分　　　　　　　　　　　　　　　

１４３，１４４１４３，１８４１４４，８２９人人 員 （ 平 均 ）被
保
険
者 ８７，８２３８７，９４４８８，２８８世帯世 帯 （ 平 均 ）

医療　５１０，０００医療　５１０，０００医療　５１０，０００
円保 険 税 限 度 額 支援金　１６０，０００支援金　１４０，０００支援金　１４０，０００

介護　１４０，０００介護　１２０，０００介護　１２０，０００
９１．００８７．６９８６．９７％保 険 税 収 納 率
－１，０３６．６４１，０２９．６４〃受 診 率

６０，６９０，８０５５４，７１８，７０４５３，４１１，１１８千円費 用 額
療
養
諸
費

４５，８３５，３９８３９，８４５，６７１３８，８８２，０５４〃保 険 者 負 担 分
４２３，９８４３８２，１５７３６８，７８７円一 人 当 た り 費 用 額
３２０，２０５２７８，２８３２６８，４６８〃一人当たり保険者負担額

６８，０３０，７００６７，４２０，２１２６５，９２０，５０１千円歳 入予
算
・

決
算
額

６８，０３０，７００７０，６０２，９８６６８，３８２，７３５〃歳 出
０△３，１８２，７７４△２，４６２，２３４〃差 引
－△７２０，５４０△５３２，２８０〃単 年 度 収 支



汗　経理状況

　歳　　入 （単位：千円，％）

　歳　　出

 

－ １１６ －

２６年度（当初予算）２５年度（決算見込）２４年度（決算）科　　　　目
１８．８７１２，８３６，１２０１５．９６１０，７５９，３７８１６．３７１０，７９１，１２４保 険 税
０．００１０．００００．０００一 部 負 担 金
０．０１７，３０００．０１７，５４３０．０１７，５０３使 用 料 及 び 手 数 料
１７．８９１２，１７３，６７４１８．１５１２，２３８，５４７１８．５１１２，２００，２６３療 給 費 等 負 担 金国

庫

支

出

金

０．６７４５３，２８２０．６２４１６，２８２０．６０３９３，３０９共 同 事 業 負 担 金
０．０８５４，９４１０．０７４７，２４８０．１０６４，２２６特定健診等負担金
７．４５５，０６９，６５０８．３７５，６４３，３６４８．２１５，４１１，３８０財 政 調 整 交 付 金
０．００００．００８０．００２，６８０そ の 他 補 助
２６．０９１７，７５１，５４７２７．２１１８，３４５，４４９２７．４２１８，０７１，８５８計

３．１６２，１４６，３７５３．８０２，５６５，２１１３．７８２，４９４，３８１療 養 給 付 費 交 付 金
２２．７０１５，４４４，２９７２３．６２１５，９２２，５９３２２．４１１４，７７０，７２５前 期 高 齢 者 交 付 金
５．２１３，５４５，００６５．５４３，７３５，７８２５．７４３，７８３，４３０県 支 出 金
１４．８６１０，１１１，２１７１４．７０９，９１１，６５２１４．９１９，８３１，４８２共 同 事 業 交 付 金
８．９５６，０８８，２８３９．００６，０６５，５７５９．２０６，０６６，５４３一 般 会 計 繰 入 金
０．００２０．００００．０００繰 越 金
０．１５１００，５５２０．１６１０７，０２９０．１６１０３，４５５そ の 他 の 収 入
１００．００６８，０３０，７００１００．００６７，４２０，２１２１００．００６５，９２０，５０１合 計

０．４７３２０，９４８０．４０２８２，４４３０．４０２６９，６２０総 務 費
５７．９２３９，４０３，５３５５５．７２３９，３４１，８６９５６．１８３８，４１９，７０８療 養 給 付 費療

養
諸
費

保
　
　
険
　
　
給
　
　
付
　
　
費

０．９１６１７，６２６０．８４５９０，６５３０．８１５５０，１８６療 養 費
５８．８３４０，０２１，１６１５６．５６３９，９３２，５２２５６．９９３８，９６９，８９４計
８．５５５，８１４，２５９８．１９５，７８５，６９５８．２８５，６５９，３０１高 額 療 養 費
０．００２，７０００．０１３，４３１０．００２，５４３高額介護合算療養費
０．００２１００．００２３２０．０００移 送 費
０．２０１３５，７０５０．１９１３２，９１１０．１９１３０，６０５審 査 支 払 手 数 料
０．４８３２３，５６２０．４２２９３，９２２０．４５３０７，５１９出産育児一時金等
０．０２１５，２０００．０２１６，８６００．０２１５，２００葬 祭 費
６８．０８４６，３１２，７９７６５．３９４６，１６５，５７３６５．９３４５，０８５，０６２計

１１．２０７，６１７，０３５１０．６７７，５３３，３１９１０．３３７，０６２，８４４後 期 高 齢 者 支 援 金
０．０１５，６０４０．０１７，８１１０．０１７，４４３前 期 高 齢 者 支 援 金
０．００２８１０．００２９８０．００３３８老 人 保 健 拠 出 金
４．７７３，２４７，１３０４．４５３，１４３，１８６４．２９２，９３３，３７２介 護 納 付 金
１４．７２１０，０１５，６０８１３．６５９，６３８，３７０１３．８３９，４５８，９８６共 同 事 業 拠 出 金
０．６６４４５，３８９０．５７４０１，５０２０．５７３９０，４０４保 健 事 業 費
０．０５３５，９０８１．３７９６８，２５０１．８２１，２４４，７１３諸 支 出 金
０．０４３０，００００．００００．０００予 備 費
０．０００３．４９２，４６２，２３４２．８２１，９２９，９５４繰 上 充 用 金
１００．００６８，０３０，７００１００．００７０，６０２，９８６１００．００６８，３８２，７３６合 計

－０－△３，１８２，７７４－△２，４６２，２３５差 引 過 不 足 額
－－－△７２０，５４０－△５３２，２８１単 年 度 収 支
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漢　保健事業

　①　はり・きゅう施設の利用補助
　　　施術１回につき１，１００円

　　年度別利用状況

　②　外来人間ドックの利用補助
　　　検査料金の半額補助（ただし，保険税完納世帯の４月１日現在３５歳以上の人）
　　年度別利用状況

　③　脳ドックの利用補助
　　　検査料金の２万円を上限として半額補助（ただし，保険税完納世帯の４月１日
現在３５歳以上の人）

　　年度別利用状況

　④　特定健康診査・特定保健指導の実施（４０歳以上７４歳までの人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人，％）

　※平成２３，２４年度は，国への法定報告に基づく数値。

　※平成２５年度は，２６年５月末現在の法定報告の数値。

　　 特定保健指導の受診者は終了数。

　※平成２０年度より開始

澗　高額療養資金の貸付制度 （昭和５３．１．１実施）
　高額な医療費の支払いが困難な国民健康保険の被保険者に対し，必要な資金を貸し
付ける制度

－ １１７ －
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平成２５平成２４平成２３平成２２平成２１　　　　　　　　　年　度区　分　　　　　　　　　

７７，７３５７９，８６８７９，７０５７３，０２６７５，０５２件　　数（件）
１，１００１，１００１，１００１，１００１，１００単　　価（円）

８５，５０８，５００８７，８５４，８００８７，６７５，５００８０，３２８，６００８２，５５７，２００金　　額（円）

平成２５平成２４平成２３平成２２平成２１　　　　　　　　　年　度区　分　　　　　　　　　

４８１４１７４２７４０４３９４利用件数（人）
８，６００，７９３７，５１５，４９２７，６８７，２４２７，２３８，８０３７，０８６，３６６補助金額（円）

平成２５平成２４平成２３平成２２平成２１　　　　　　　　　年　度区　分　　　　　　　　　

３４４３６８３１８３５９２７３利用件数（人）
６，４７９，０９０６，９４５，９１０６，０５７，０５６６，８５０，２１４５，２３２，７２０補助金額（円）

特定保健指導特定健康診査　　　　　年　度
区　分　　　　　 平成２５平成２４平成２３平成２５平成２４平成２３

２，８５９３，１７５２，７７９９０．８１１９０．０６２８９，２７１対　象　者
５５３９２３８８９２６，２７２２７，３８２２２，６０９受　診　者
１９．３２９．１３２．０２８．９３０．４２５．３受　診　率

４月　６０回　５月　５５回　６月　５０回
７月　４５回　８月　４０回　９月　３５回
１０月　３０回　１１月　２５回　１２月　２０回
１月　１５回　２月　１０回　３月　５回
※利用回数は，交付月により異なる。
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　・対象・貸付金額　　医療費の一部負担金が高額療養費の自己負担限度額を１万円
以上上回る場合で，支払いが困難な人に高額療養費の支給見
込額を貸し付ける。

　・貸　付　利　子　　無利子
　・申請書の提出先　　市社会福祉協議会市役所分室・谷山分室及び吉田・桜島・喜

入・松元・郡山各支所総務市民課
　・基　金　の　額　　４，０００万円
　・貸付件数・金額　　１，５５０件　　２２７，４３８，９８８円（平成２５年度実績）
潅　退職者医療制度 （昭和５９．１０．１実施）
　・対　　　　　象　　６５歳未満の国保加入者で被用者年金受給者及びその被扶養者
　・該　　当　　者　　退職被保険者本人及　２，９９６人
　（平成２６．４．末現在）　　〃　　被扶養者吸　１，０３６人
　　　　　　　　　　　該当率　　　　　　　　　　　２．８％

１４　市民サービスステーション
　設置目的

　市民の利便性の向上を図るため，土曜日・日曜日・祝日等の休日でも住民票の写し
や戸籍謄抄本，印鑑登録証明書等を請求できる窓口として設置する。

　名称及び設置場所並びに設置年月日，面積

　・鹿児島市鴨池市民サービスステーション
　　　鴨池二丁目２６番３０号（ダイエー鹿児島店２階郡元電停側）℡ ２５０－７５９５
　　　平成６年７月１日設置　面積 ８４．５１㎡
　・鹿児島市鹿児島中央駅市民サービスステーション
　　　中央町１番地１（鹿児島中央駅西口１階）℡ ２８５－５５０２
　　　平成８年６月１９日設置　面積 ７８．６７㎡
　　
　取扱業務

　　敢　住民票の写しの交付
　　柑　住民票記載事項証明書の交付
　　桓　公的年金受給者に係る現況届等の記載事項証明書の交付
　　棺　印鑑登録証明書の交付
　　款　戸籍及び除籍の全部事項又は個人事項に関する証明及び謄本又は抄本の交付
　　歓　戸籍の附票の写しの交付
　　汗　身分証明書の交付

－ １１８ －

（Ａ）＋（Ｂ）――――――――国保被保険者数
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　　漢　受理証明書の交付
　　　※　款～漢については，平日の午後５時１５分から午後６時３０分までと土曜日・

日曜日・祝日等の休日は，申請受付のみ行い，証明書は後日交付する。（交
付の方法は，来所または郵送の２通り）

　業務日及び業務時間

　　敢　業 務 日　　水曜日及び１２月２９日～翌年１月３日を除く毎日
　　柑　業務時間　　午前１０時～午後６時３０分

１５　コンビニ交付による証明発行
　市民の利便性の向上を図るため，市役所の開庁時間以外においても，コンビニエン
スストアで住民票の写しなどを交付するサービスを実施する。
　利用者登録開始日　平成２５年８月１９日　　　　
　サービス開始日　　平成２６年１月１４日　　
　取 扱 証 明　　住民票の写し，印鑑登録証明書，所得額証明書，
　　　　　　　　　　課税額（非課税）証明書，所得額・課税額証明書，
　　　　　　　　　　市・県民税納税証明書　※税証明は現年度分のみ
　利用可能時間　　午前６時３０分～午後１１時（１２月２９日～翌年１月３日を除く）
　証明交付手数料の減額　　平成２６年１月１４日～平成２８年３月３１日までは，５０円減額

し，２５０円とする。

１６　ワンストップ窓口サービスの実施
　市民サービスの向上を図るため，住民異動に伴う国保・年金・福祉等の一連の手続
きを基本的に一つの窓口で行うワンストップ窓口サービスを本庁市民課で実施する。
　サービス開始日　　平成２３年１０月３日

１７　人権啓発
　我が国においては，基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下，これまで人権に
関するさまざまな施策が講じられてきたが，今日においても，生命・身体の安全にか
かわる事象や，社会的身分，門地，人種，信条又は性別による不当な差別その他の人
権侵害がなお存在している。また，国際化，情報化，高齢化等の社会情勢の変化や価
値観の多様化等により人権に関する新たな課題も生じてきている。
　このため，国は，人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について，国，地方公
共団体及び国民の責務を明らかにするため，平成１２年１２月に「人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律」を公布し，平成１４年３月には，「人権教育・啓発に関する計
画」を策定した。

－ １１９ －
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　本市においても，平成１９年１月に人権教育及び人権啓発に関する施策を総合的かつ
計画的に推進していくため，「鹿児島市人権教育・啓発基本計画」を策定した。この
基本計画に基づき，各関係実施機関と緊密に連携し，学校，家庭，地域社会，企業な
どあらゆる場を通して人権意識の高揚を図るとともに，さまざまな人権問題における
偏見や差別意識の解消に向けた人権教育，人権啓発の推進に取り組んでいる。
　また，第５次総合計画においても，基本施策に「人権尊重社会の形成」を掲げ，市
民の人権意識を高めるため，あらゆる場，あらゆる機会を捉えて人権教育，人権啓発
を推進し，一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを進めることとしている。

人権啓発室における主な取組
　敢　人権啓発活動
　　　さまざまな人権問題について，広く市民，企業等に啓発し，市民一人ひとりが
正しい理解と認識を深め，お互いの人権を尊重し合う意識の高揚を図る。

　　　①　人権啓発冊子及びリーフレットの作成・配布
　　　②　人権啓発ポスターの作成・配布及び市電・市バス等への掲出
　　　③　人権啓発パネル展の開催
　　　④　「人権の花」運動の実施
　　　⑤　街頭啓発
　柑　人権擁護委員の推薦
　　　市民の基本的人権の擁護等を目的とする人権擁護委員を法務大臣に対し，議会
の意見聴取を経て推薦する。

－ １２０ －
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